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地方公営企業法施行規則（抄）

１

○地方公営企業法施行規則（昭和二十七年総理府令第七十三号）（抄）

（負債勘定の区分）
第七条 負債勘定の各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
２ 次の各号に掲げる負債は、固定負債に属するものとする。
一～六 （略）
七 その他の負債であつて、流動負債又は繰延収益に属しないもの。

３ （略）
４ 長期前受金（第二十一条第一項の規定により整理されるものに限る。）は、繰延収益に属するものとする。
５ （略）

（長期前受金）
第二十一条 償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するもの（以下この条において「補助金等」という。）をもつて償却資産を
取得し又は改良した場合においては、当該補助金等の額を長期前受金勘定に整理するものとする。

２ 長期前受金は、地方公営企業法施行令（昭和二十七年政令第四百三号。以下「令」という。）第二十六条第二項に定める場合のほか、補助金等により取得し
又は改良した償却資産の帳簿価額を第八条第三項第二号の規定により減額する場合において、当該償却資産の帳簿価額を減額した額に相当する額に減額す
る日の直前における当該償却資産の帳簿価額に対する同日の直前における当該償却資産に係る長期前受金の額の割合を乗じて得た額を償却しなければなら
ない。これらの場合において、当該償却した額に相当する額が、償却資産の減価償却又は除却に伴うものであるときは当該事業年度の営業外収益として、第八
条第三項第二号の規定による償却資産の帳簿価額の減額に伴うものであるときは当該事業年度の特別利益として整理するものとする。

３及び４ （略）

（長期前受金に対する収益化累計額の表示）
第三十四条 各長期前受金を償却した額の累計額は、当該各長期前受金の項目に対する控除項目として、収益化累計額の項目をもつて表示しなければならな
い。ただし、これらの長期前受金に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。

２ 前項の規定にかかわらず、各長期前受金を償却した額の累計額は、当該各長期前受金の帳簿価額から直接控除し、その控除して得た額を当該各長期前受
金の帳簿価額として表示することができる。ただし、当該各長期前受金を償却した額の累計額を予定貸借対照表等に注記しなければならない。

附 則 （平成二四年一月二七日総務省令第六号） 抄
（旧みなし償却規定の削除に伴う経過措置）
第六条
１～５ （略）
６ 最初適用事業年度の前事業年度の末日において現に資本剰余金に整理されている補助金等の額のうち、企業債（償却資産の取得又は改良に充てるために
起こした企業債に限る。）の元金の償還に要する資金に充てるため、一般会計又は他の特別会計から行った繰入金の額に相当する額は、前五項の補助金等の
例により整理するものとする。ただし、最初適用事業年度以降の各事業年度における当該償却資産の減価償却額と当該減価償却額に応じて償却される当該繰
入金に相当する長期前受金の額との差額が重要でないときは、この限りでない。

７及び８ （略）



地方公営企業が会計を整理するに当たりよるべき指針（抄）

１

○地方公営企業が会計を整理するに当たりよるべき指針（平成二十四年総務省告示第十八号）（抄）

第三章 資産、資本及び負債
第四節 負債勘定
第二 負債勘定の区分
一 負債勘定は、次に掲げる項目に区分し、各項目は、適当な項目に細分しなければならない（令第十五条第二項、規則第七条第一項）。

（１）及び（２） （略）
（３）繰延収益

二 固定負債及び流動負債に属する負債は、次のとおりである（規則第七条第二項及び第三項）。
(１) 固定負債
①～⑥ （略）
⑦ その他の負債であって、流動負債又は繰延収益に属しないもの

(２) 略
三 繰延収益に属する負債は、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するもの（以下「補助金等」という。）の交付を受けた場合における

その交付を受けた金額に相当する額、及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会
計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額であり、長期前受金勘定をもって整理する（令第二十六条第一項、規則第七条第四項、第二十一条第一項及び第三
項）。

四及び五 （略）

第四章 資産に関する事項
第一節 資産の評価
第一～第二 （略）
第三 減損会計
一～七 （略）
八 （１）略

（２）第八章一又は三により長期前受金を計上している固定資産又は固定資産グループの減損処理を行ったときは、当該固定資産又は固定資産グループに係る長期前
受金のうち、減損損失に対応する額を償却して、当該償却した額に相当する額を当該事業年度の特別利益に計上する。

第八章 長期前受金
一 償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等をもって償却資産を取得し又は改良した場合においては、当該補助金等の相当額を、長期前受金勘定をもって繰延

収益として整理しなければならない（令第二十六条第一項、規則第七条第四項及び第二十一条第一項）。
二 長期前受金勘定をもって繰延収益に整理した補助金等の額は、当該補助金等をもって取得し又は改良した償却資産の減価償却若しくは除却を行い、又は減損損失等を

認識して当該償却資産の帳簿価額を減額する場合において、当該償却資産の減価償却費若しくは残存価額又は帳簿価額を減額した額に相当する額にその直前におけ
る当該償却資産の帳簿価額に対する直前における当該償却資産に係る長期前受金の額の割合を乗じて得た額を償却しなければならない（令第二十六条第二項、規則
第二十一条第二項）。

三 （略）

第十一章 会計に関する書類における表示
第一節 （略）
第二節 資産又は負債の表示
第一～第六 （略）
第七 長期前受金に対する収益化累計額の表示
一 各長期前受金を償却した額の累計額は、当該各長期前受金の項目に対する控除項目として、収益化累計額の項目をもって表示しなければならない。
ただし、これらの長期前受金に対する控除項目として一括して表示することを妨げない（規則第三十四条第一項）。

二 各長期前受金を償却した額の累計額は、当該各長期前受金の帳簿価額から直接控除
ただし、当該各長期前受金を償却した額の累計額を予定貸借対照表等に注記しなければならない（規則第三十四条第二項）。
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民間企業（運営権者）側の会計基準
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参考（独立行政法人女性教育会館）

６

平成30年度貸借対照表（抜粋）

平成30年度損益計算書（抜粋）

独法会計基準に
はないが、運営
権対価を負債の
うち繰延運営権
対価に区分した
うえで、定額で受
取運営権収益と
して収益化して
いる。
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